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一
、
緒
言

　
『
九
品
和
歌
』
に
お
い
て
、
藤
原
公
任
が
上
の
中
と
し
た
次
の
和
歌
は
、

紀
貫
之
の
代
表
作
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
。

　
　

八
月
こ
ま
む
か
へ

あ
ふ
坂
の
関
の
し
水
に
か
げ
み
え
て
今
や
ひ
く
ら
ん
も
ち
月
の
駒

�
（
貫
之
集
・
一
四１
）

　

こ
の
歌
は
、
駒
迎
を
詠
ん
だ
現
存
最
古
の
和
歌
で
、
延
喜
六
年
に
製
作
さ

れ
た
月
次
屏
風
歌
中
の
一
首
と
し
て
詠
作
さ
れ
た
。
こ
の
屏
風
の
題
材
の
半

数
以
上
は
、
こ
の
と
き
新
た
に
歌
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
稿
者
は
、
延

喜
六
年
内
裏
月
次
屏
風
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
題
の
背
景
を
個
別
に
精

査
し
、
光
孝
か
ら
醍
醐
に
い
た
る
新
皇
統
の
正
統
性
の
主
張
が
通
底
し
て
い

る
こ
と
を
論
じ
て
き
た２
。
そ
の
背
景
に
は
、
元
慶
八
年
に
陽
成
の
退
位
を
受

け
五
十
五
歳
の
光
孝
が
即
位
し
た
こ
と
に
よ
る
、
皇
統
の
変
換
が
あ
っ
た３
。

当
該
歌
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
視
座
か
ら
再
検
討
を
試
み
た
い
。

　

駒
迎
は
、
東
国
か
ら
の
貢
馬
を
逢
坂
の
関
ま
で
迎
え
に
行
く
儀
礼
で
あ

る
。
東
国
か
ら
の
貢
馬
は
、
基
本
的
に
服
属
儀
礼
と
し
て
の
性
格
を
持
ち４
、

こ
の
題
材
自
体
に
権
威
性
が
み
ら
れ
る
が
、
当
該
歌
に
付
与
さ
れ
た
意
義
は

そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
当
該
歌
の
表
現
を
辿
る
と
強
い
当
代
性
を
指
摘

で
き
る
。
本
稿
で
は
そ
の
点
を
分
析
し
て
、
当
該
歌
の
解
釈
を
再
考
す
る
。

　

本
論
に
入
る
前
に
、
用
語
の
確
認
を
し
て
お
く
。
当
該
屏
風
で
は
「
こ
ま

む
か
へ
」
を
題
と
し
て
い
る
が
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
で
は
「
こ
ま
ひ
き
」

の
項
目
に
入
っ
て
お
り
、
混
乱
が
認
め
ら
れ
る
。
駒
迎
と
駒
牽
は
、
儀
式
的

に
は
一
連
の
も
の
で
、
貢
馬
を
近
衛
府
の
使
が
逢
坂
の
関
ま
で
迎
え
に
行
く

の
が
駒
迎
で
、
そ
の
駒
を
内
裏
に
お
い
て
天
皇
の
前
へ
牽
き
出
す
の
が
駒
牽

で
あ
る
。『
西
宮
記
』
に
拠
れ
ば
、
駒
迎
は
駒
牽
を
行
う
当
日
に
な
さ
れ
る
。

一
連
の
行
事
の
う
ち
、
宮
中
で
行
わ
れ
る
部
分
を
駒
牽
と
い
い
、
迎
え
に
出

る
部
分
を
駒
迎
と
い
う
の
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
は
、
次
第
の
ど
の
部
分
に

重
心
を
置
い
て
認
識
し
て
い
る
か
に
よ
る
。
以
下
、
本
論
で
は
右
の
使
い
分

け
を
踏
襲
す
る
。
な
お
、
論
中
で
引
用
す
る
史
料
で
は
、
宮
廷
行
事
に
重
き

を
置
く
た
め
「
駒
牽
」
と
称
し
て
い
る
が
、
本
質
的
な
問
題
は
存
し
な
い
。

　

紀
貫
之
「
望
月
の
駒
」
詠
を
め
ぐ
っ
て

─
─�

貢
馬
儀
礼
と
和
歌
解
釈�

─
─

荒
　
井
　
洋
　
樹
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二
、
先
行
研
究
の
整
理

　

ま
ず
、
先
行
研
究
に
お
け
る
理
解
を
確
認
す
る
。
顕
昭
『
拾
遺
抄
注
』
に
、

故
六
条
左
京
兆
顕
輔
の
談
と
し
て
次
の
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

古
物
語
云
、
内
裏
御
屏
風
ニ
、
擣
衣
ノ
カ
タ
カ
キ
タ
ル
ト
コ
ロ
ヲ
兼
盛

詠
云
、
コ
ロ
モ
ウ
ツ
ベ
キ
ト
キ
ヤ
キ
ヌ
ラ
ン
。
紀
時
文
内
記
ニ
テ
此
歌

ヲ
カ
ヽ
ム
ト
ス
ル
時
、
此
歌
イ
ハ
レ
ズ
、
イ
カ
デ
カ
擣
衣
シ
タ
ル
カ
タ

カ
ケ
ル
ヲ
ミ
ナ
ガ
ラ
カ
ク
ハ
ヨ
ム
ベ
キ
ト
テ
、
筆
ヲ
サ
シ
オ
キ
タ
リ
ケ

レ
バ
被
召
問
作
者
之
時
ニ
陳
申
云
、
ラ
ム
ト
云
詞
ハ
マ
サ
シ
ク
ア
ル
事

ニ
モ
詠
ナ
リ
。
貫
之
駒
迎
シ
タ
ル
所
ニ
モ
イ
マ
ヤ
ヒ
ク
ラ
ム
ト
コ
ソ
詠

ジ
テ
侍
シ
。
父
ノ
歌
ヲ
バ
不
覚
申
歟
、
如
何
ト
責
ケ
レ
バ
、
時
文
閉
口

云
々
。
是
ハ
故
六
条
左
京
兆
所
談
ナ
リ５
。

　

擣
衣
の
屏
風
絵
に
、
兼
盛
が
「
コ
ロ
モ
ウ
ツ
ベ
キ
ト
キ
ヤ
キ
ヌ
ラ
ン
」
と

詠
ん
だ
。
そ
れ
を
眼
前
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
屏
風
絵
に
描
か
れ
て
い
る

も
の
に
「
ラ
ン
」
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
批
判
さ
れ
た
際
に
、
傍
線
部

の
よ
う
に
、「
あ
ふ
坂
の
」
詠
を
例
と
し
て
、
眼
前
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ

て
も
「
ラ
ン
」
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

　

一
方
、
香
川
景
樹
『
貫
之
集
注
』
で
は
、

駒
ひ
き
わ
た
す
か
た
な
る
べ
し
。
そ
れ
を
し
ば
ら
く
み
ぬ
人
の
う
へ
に

な
り
て
お
も
ひ
や
り
た
る
が
お
も
し
ろ
き
也
。
万
葉
集
に
「
か
は
づ
鳴

か
み
な
び
川
に
か
げ
見
え
て
今
や
咲
ら
ん
山
吹
の
花
」
と
い
へ
る
歌
の

し
ら
べ
に
よ
ら
れ
た
る
な
る
べ
し
。
か
か
る
や
ま
吹
の
花
な
ど
こ
そ
あ

れ
、
ひ
く
ら
ん
駒
を
そ
の
か
げ
見
ゆ
ら
ん
と
ま
で
思
ひ
や
る
べ
き
に
も

あ
ら
ざ
め
れ
ど
、
も
ち
月
の
名
に
よ
り
、
且
絵
の
さ
ま
に
し
た
が
は
れ

た
る
な
り
け
り
。

と
釈
す
る６
。
傍
線
部
「
し
ば
ら
く
み
ぬ
人
の
う
へ
に
な
り
て
」
す
な
わ
ち
、

仮
に
現
地
を
見
な
い
人
の
立
場
で
詠
じ
た
と
解
す
る
。「
ら
ん
」
を
視
覚
外

の
現
在
推
量
と
し
て
合
理
化
す
る
苦
肉
の
所
案
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当

該
歌
で
は
「
ら
ん
」
の
理
解
が
重
要
な
論
点
と
な
っ
た
。

　

現
代
に
お
い
て
も
、
当
該
歌
に
関
す
る
研
究
は
少
な
く
な
い７
。
現
代
の
主

要
な
注
解
釈
を
示
し
て
、
論
点
を
抽
出
し
て
お
き
た
い
。

　

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
土
佐
日
記　

貫
之
集８
』

逢
坂
の
関
の
清
水
に
、
十
五
夜
の
月
と
馬
の
影
と
が
映
っ
て
い
る
の
が

見
え
る
。
い
ま
や
望
月
の
牧
の
馬
が
駒
牽
に
引
か
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ

う
。
＊
「
望
月
（
十
五
夜
）」
に
信
濃
の
御
牧
「
望
月
」
を
掛
け
る
。

　
『
貫
之
集
全
釈９
』

逢
坂
の
関
の
清
水
に
馬
体
を
映
し
て
、
今
、
望
月
の
駒
を
引
い
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
＊
望
月
牧
の
駒
迎
え
は
八
月
二
十
三
日
。

　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
拾
遺
和
歌
集Ａ
』

満
月
の
影
が
映
る
逢
坂
の
関
の
清
水
に
、
姿
を
見
せ
て
、
今
ま
さ
に
牽

い
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
、
あ
の
望
月
の
駒
を
。
＊
望
月　

信
濃
。
駒

の
産
地
。
満
月
を
連
想
し
、「
影
」
は
そ
の
縁
語
。
▼
信
濃
の
馬
の
駒

牽
き
は
、
望
月
は
二
十
三
日
、
他
は
十
五
日
。

　
『
拾
遺
抄
注
釈Ｂ
』

逢
坂
の
関
の
清
水
に
鹿
毛
の
駒
の
姿
が
映
っ
て
見
え
て
、
い
ま
駒
迎
の

官
人
は
引
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
望
月
牧
の
駒
を
。

　

ま
ず
「
か
げ
」
を
、
月
影
、
馬
の
姿
、
馬
の
種
類
（
鹿
毛
）
の
う
ち
、
ど

の
意
で
理
解
す
る
か
。
ま
た
、「
も
ち
月
」
を
掛
詞
と
す
る
か
否
か
。
こ
の
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こ
と
と
連
動
し
、「
望
月
」
と
、「
望
月
の
牧
」
の
駒
牽
が
八
月
二
十
三
日
で

あ
る
こ
と
と
の
齟
齬
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
先
述
の
「
ら
ん
」
と
合
わ
せ
、

以
上
四
点
が
解
釈
上
の
問
題
と
な
る
。

三
、
貢
馬
制
度
と
御
牧

　

ま
ず
、
史
料
の
検
討
か
ら
始
め
よ
う
。
東
国
か
ら
の
貢
馬
は
、
服
属
儀
礼

で
あ
る
と
同
時
に
、
院
権
力
を
支
え
る
重
要
な
基
盤
と
も
な
っ
て
い
たＣ
。
そ

れ
は
、
馬
が
軍
事
利
用
で
き
、
良
馬
と
は
優
れ
た
軍
事
力
の
象
徴
で
も
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
馬
は
引
き
出
物
と
し
て
や
り
と
り
さ
れ
る
こ
と
も

あ
り
、
高
い
価
値
を
有
し
て
い
た
。
宮
廷
行
事
の
駒
牽
で
は
、
東
国
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
馬
を
臣
下
に
分
け
与
え
る
こ
と
（
賜
馬
）
も
行
わ
れ
、
君
臣
の

紐
帯
を
結
束
す
る
行
事
で
も
あ
っ
た
。
皇
統
が
入
れ
替
わ
っ
た
の
ち
、
光
孝

─
宇
多
─
醍
醐
は
年
中
行
事
を
中
心
に
宮
廷
儀
礼
を
整
備
し
て
お
りＤ
、
そ
う

し
た
儀
礼
的
側
面
は
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

駒
牽
に
関
す
る
歴
史
学
の
先
行
研
究
は
、
川
尻
秋
生
や
大
日
方
克
己Ｅ
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
馬
を
献
上
す
る
御
牧
に
つ
い
て
、
古

く
か
ら
存
在
す
る
令
制
御
牧
と
、
後
年
に
な
っ
て
編
入
さ
れ
た
御
牧
（
以
下
、

編
入
御
牧
と
称
す
る
）
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
御
牧
は
勅

旨
牧
と
も
称
さ
れ
、
特
に
令
制
御
牧
は
「
諸
牧
」
と
一
括
り
に
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。「
あ
ふ
坂
の
」
詠
を
理
解
す
る
上
で
、
御
牧
の
あ
り
方
が
大
き
な

問
題
と
な
る
。

　

駒
牽
は
八
月
に
行
わ
れ
る
が
、
牧
に
よ
り
式
日
が
異
な
る
。『
西
宮
記
』

に
拠
っ
て
示
すＦ
と
、

七
日
、
甲
斐
真
衣
野
、
柏
前
、
卅
疋

十
三
日
、
武
蔵
秩
父
、
廿
疋

十
五
日
、
信
濃
諸
牧
、
六
十
疋

十
七
日
、
甲
斐
穂
坂
、
廿
疋

廿
日
、
武
蔵
小
野
、
卌
疋

廿
三
日
、
信
乃
望
月
、
廿
疋

廿
五
日
、
武
蔵
由
比
・
小
川
・
石
川
、
六
十
疋
、
立
野
、
廿
疋

廿
八
日
、
上
野
諸
牧
、
五
十
疋

と
な
る
。
編
入
御
牧
は
、
四
角
で
囲
ん
だＧ
。
令
制
御
牧
と
は
別
立
て
で
貢
馬

数
が
規
定
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
独
立
し
た
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。

　

こ
の
う
ち
、『
西
宮
記
』
が
記
事
を
付
載
す
る
の
は
七
日
、
十
三
日
、
十

五
日
で
あ
る
。
こ
の
式
日
は
『
政
事
要
略
』
に
も
踏
襲
さ
れ
て
お
りＨ
、
十
世

紀
の
実
態
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、『
延
喜
式
』
左
馬
寮

式
を
閲
す
るＩ
と
、
御
牧
に
関
し
て
は
、

甲
斐
国
〈
柏
前
牧
。
真
衣
野
牧
。
穂
坂
牧
〉

武
蔵
国
〈
石
川
牧
。
小
川
牧
。
由
比
牧
。
立
野
牧
〉

信
濃
国
〈
山
鹿
牧
。
監
原
牧
。
岡
屋
牧
。
平
井
手
牧
。
笠
原
牧
。
高
位

牧
。
宮
処
牧
。
埴
原
牧
。
大
野
牧
。
大
室
牧
。
猪
鹿
牧
。
萩
倉
牧
。
新

治
牧
。
長
倉
牧
。
監
野
牧
。
望
月
牧
〉

上
野
国
〈
利
刈
牧
。
有
馬
島
牧
。
沼
尾
牧
。
拝
志
牧
。
久
野
牧
。
市
代

牧
。
大
藍
牧
。
新
屋
牧
〉

右
諸
牧
駒
者
。
毎
年
九
月
十
日
国
司
与
牧
監
若
別
当
人
等
。
臨
牧
𢮦
印
。

共
署
其
帳
。
簡
繁
歯
四
歳
已
上
可
堪
用
者
。
調
良
。
明
年
八
月
附
牧
監

等
貢
上
。
若
不
中
貢
者
。
便
充
駅
伝
馬
。
若
有
売
却
混
合
正
税
。
其
貢
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上
馬
。
路
地
之
国
各
充
秣
蒭
并
牽
夫
。
逓
送
前
所
。
其
国
解
者
。
主
当

寮
付
外
記
進
大
臣
。
経
奏
聞
分
給
両
寮
。
閲
定
其
品
。

と
規
定
さ
れ
る
。
貢
馬
の
頭
数
は
、

凡
年
貢
御
馬
者
。
甲
斐
国
六
十
疋
〈
真
衣
野
。
柏
前
両
牧
卅
疋
。
穂
坂

牧
卅
疋
〉
武
蔵
国
五
十
疋
〈
諸
牧
卅
疋
。
立
野
牧
廿
疋
〉
信
濃
国
八
十

疋
〈
諸
牧
六
十
疋
。
望
月
牧
廿
疋
〉
上
野
国
五
十
疋

と
あ
っ
て
、
式
日
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
西
宮
記
』
と
同
様
、
令
制

御
牧
と
編
入
御
牧
は
別
立
て
で
貢
馬
数
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

『
延
喜
式
』
に
規
定
が
な
い
と
は
い
え
、
令
制
御
牧
は
早
い
段
階
で
式
日
が

固
定
化
し
て
お
り
、
例
え
ば
、『
日
本
三
代
実
録
』
仁
和
二
年
八
月
十
五
日

条
に
み
え
る
信
濃
で
は
、

天
皇
幸
神
泉
苑
観
魚
。
木
工
寮
献
物
。
信
濃
国
貢
駒
。
是
日
依
例
入
京
。

帝
有
意
閲
覧
。
臨
幸
此
苑
。
而
牧
司
懈
怠
。
遂
不
牽
來
。

と
あ
りＪ
、
傍
線
部
の
よ
う
に
八
月
十
五
日
が
慣
例
と
な
っ
て
お
りＫ
、
既
に
式

日
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
実
態
を
調
査
す
る
と
、「
あ
ふ
坂
の
」
詠
で
詠
み
込
ま
れ
る
望

月
牧
を
は
じ
め
、
編
入
御
牧
で
は
、
十
世
紀
前
半
に
お
い
て
式
日
に
揺
れ
が

生
じ
て
い
る
（
→
別
表
参
照
）。

　

延
喜
年
間
初
期
の
信
濃
か
ら
の
貢
馬
記
事
を
み
る
と
、「
御
南
殿
覧
信
濃

駒
」（『
日
本
紀
略
』
延
喜
八
年
八
月
十
五
日
条
）、「
令
奏
信
濃
御
馬
。
御
南
殿
覧

之
」（
同
延
喜
九
年
八
月
十
五
日
条
）、「
信
濃
御
馬
覧
之
」（
同
延
喜
十
年
八
月
十

五
日
条
）
と
な
る
。
仁
和
二
年
の
記
事
と
同
様
に
、
信
濃
か
ら
の
貢
馬
を
示

す
だ
け
で
あ
る
が
、
式
日
は
す
べ
て
八
月
十
五
日
で
あ
り
、
や
は
り
令
制
御

牧
か
ら
の
貢
馬
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、『
西
宮
記
』
所
引
延
喜
十
二
年
八
月

二
十
日
の
記
事
に
、

於
清
涼
殿
、
覧
信
濃
御
馬
廿
疋
。
参
議
定
方
候
。
於
御
前
分
取
解
文
、

主
当
寮
付
頭
恒
佐
朝
臣
。

と
あ
り
、
大
日
方
は
、
こ
れ
を
望
月
駒
牽
の
最
古
の
例
と
す
るＬ
。「
望
月
」

と
は
明
示
さ
れ
な
い
が
、『
延
喜
式
』
や
『
西
宮
記
』
に
規
定
さ
れ
て
い
る

「
廿
疋
」
を
満
た
す
た
め
の
推
定
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
望
月
」
が
明
記
さ
れ

る
例
と
し
て
は
、『
西
宮
記
』
所
引
延
喜
二
十
二
年
九
月
四
日
条
に
、「
牽
望

月
御
馬
。
中
納
言
仲
平
候
。
於
清
涼
殿
令
分
取
」
と
あ
る
。
右
の
記
録
を
見

る
限
り
、
望
月
か
ら
の
貢
馬
の
式
日
に
は
揺
れ
が
あ
る
。
後
述
す
る
東
国
の

情
勢
不
安
と
関
係
す
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
別
表
を
参
照
し
て
も
、
同
時
期

の
信
濃
諸
牧
か
ら
の
貢
馬
は
遅
滞
な
く
行
わ
れ
て
お
り
、
単
一
の
事
由
に
よ

る
と
は
考
え
づ
ら
い
。
望
月
か
ら
の
貢
馬
が
八
月
二
十
三
日
で
あ
る
と
い
う

前
提
は
、
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

四
、
望
月
牧
の
来
歴

　

望
月
か
ら
の
貢
馬
の
式
日
に
揺
れ
が
生
じ
る
の
は
、
こ
の
牧
の
来
歴
に
起

因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
望
月
牧
の
成
立
に
関
わ
る
官
符
が
『
政
事
要
略
』

に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

廿
三
日
信
乃
国
望
月
御
馬
事
〈
延
喜
五
年
五
月
九
日
官
符
。
左

牧
字
廿

元
卅
〉

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
従
来
貢
馬
数
の
減
免
措
置
と
捉
え
ら
れ
て
き
たＭ
。

し
か
し
、
焼
印
を
「
牧
」
と
指
定
し
て
お
り
、
こ
の
官
符
に
よ
り
望
月
牧
が

御
牧
に
編
入
さ
れ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
同
様
に
御
牧
に
編
入
さ
れ
る

例
に
は
、『
政
事
要
略
』
に
、
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別表　朱雀朝期までの駒牽記事一覧

和暦 西暦 月日 根拠史料 御覧 賜馬 備考
信濃諸牧
弘仁十四年 823 九月二十四日 紀略 ○ ○ 信濃
天長五年 828 九月十七日 紀略 ○ ○ 信濃
天長六年 829 九月二十二日 紀略 ○ 信濃
天長七年 830 九月二十二日 紀略 ○ 信濃
貞観九年 867 八月十五日 三代実録 ○ ○ 信濃
貞観十年 868 八月十五日 紀略 ○ 信濃
貞観十一年 869 八月十五日 三代実録 ○ 信濃
元慶四年 880 八月十五日 三代実録 ○ 信濃
元慶七年 883 八月十五日 三代実録 ○ 信濃
元慶八年 884 八月十五日 三代実録 ○ 信濃
仁和元年 885 八月十五日 三代実録 ○ 信濃
仁和二年 886 八月十七日 三代実録 ○ 予定日は十五日（三代実録）
仁和四年 888 西 日付不明
延喜五年 905 八月十八日 北 信濃
延喜八年 908 八月十五日 紀略 ○ 信濃
延喜九年 909 八月十五日 紀略・小野行事 ○ ○ 信濃勅旨
延喜十年 910 八月十五日 紀略・北 ○ ○ 信濃勅旨
延喜十五年 915 八月十五日 西 信濃
延喜十七年 917 八月十五日 世紀 信濃勅旨
延長三年 925 八月十五日 九条殿記 信濃勅旨
延長五年 927 八月三十日 公記抄 ○ 信濃勅旨
延長八年 930 九月一日 要略 ○ 信濃勅旨
承平五年 935 九月七日 九条殿記 信濃勅旨
承平七年 937 八月十五日 九条殿記・北・要略 ○ 信濃勅旨
天慶元年 938 九月七日 世紀・九条殿記 信濃勅旨
天慶三年 940 九月十三日 九条殿記 × 信濃勅旨
天慶四年 941 九月十三日 世紀・要略 信濃勅旨
天慶七年 944 九月十四日 九暦・西・要略 信濃
天慶八年 945 八月十五日 世紀・公記抄 信濃勅旨
信濃望月
延喜十二年 912 八月二十四日 西 ○ 信濃（二十疋）
延喜二十二年 922 九月四日 西・要略 ○
延長二年 924 十月十六日 西・要略 ○
承平元年 931 八月二十三日 公記抄・西 ○
承平六年 936 九月五日 西・要略
天慶元年 938 八月二十三日 世紀
天慶四年 941 九月十五日 世紀
天慶五年 942 八月二十三日 要略
天慶八年 945 八月二十三日 世紀
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武蔵諸牧
貞観九年 867 八月二十日 三代実録 ○ 武蔵
貞観十一年 869 八月二十日 三代実録 ○ 武蔵
延喜十九年 919 八月二十五日 公記抄 ○ ○ 武蔵勅旨
天慶元年 938 九月十七日 世紀 ○ 武蔵勅旨
天慶四年 941 八月七日 世紀 × 武蔵勅旨
天慶四年 941 十一月十日 世紀 武蔵勅旨
天慶八年 945 八月二十五日 世紀 武蔵勅旨
武蔵秩父
延喜三年 903 八月十三日 要略 ○ 宇多院領
延喜五年 905 八月十四日 西 ○
延喜十六年 916 河海抄 日付不明
延長三年 925 八月十三日 西 ○ ○
承平元年 931 八月十五日 西・小右記
承平二年 932 九月二十五日 公記抄
天慶元年 938 九月三日 世紀 ○
天慶四年 941 八月七日 世紀 ×
天慶四年 941 十二月十五日 世紀
天慶六年 943 八月十三日 西・要略
天慶八年 945 八月十三日 世紀・公記抄
武蔵小野
延喜十七年 917 九月七日 紀略 ○ 陽成院領
延喜十八年 918 八月二十日 西
承平二年 932 九月七日 公記抄・北
天慶元年 938 九月八日 世紀
天慶二年 939 八月二十日 樗嚢抄・世紀
武蔵立野
天慶元年 938 九月十七日 世紀 ○
天慶二年 939 九月七日 世紀 ○
天慶四年 941 八月七日 世紀 ×
天慶八年 945 八月二十五日 世紀
甲斐諸牧
天長六年 829 十月一日 紀略 ○ 甲斐
延喜五年 905 八月二十日 要略 ○ 甲斐
承平元年 931 八月七日 樗嚢抄 甲斐
承平三年 933 八月十七日 樗嚢抄 甲斐
承平六年 936 八月七日 世紀 甲斐
天慶元年 938 八月七日 世紀・公記抄 甲斐
天慶四年 941 八月七日 世紀 × 甲斐
天慶四年 941 十一月二日 世紀 甲斐
天慶八年 945 八月七日 世紀・西・北 甲斐
甲斐穂坂
延喜四年 904 八月十七日 紀略 ○
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延喜七年 907 八月十七日 紀略 ○
延喜十年 910 八月十七日 西・要略 ○ ○
延長五年 927 八月二十日 要略 宇多院領
天慶四年 941 八月七日 世紀 ×
天慶四年 941 十一月四日 世紀・要略・北
天慶五年 942 八月十七日 九条殿記
上野諸牧
貞観十年 868 八月二十八日 紀略 ○ 上野
貞観十一年 869 八月二十九日 三代実録 ○ 上野
延喜七年 907 八月二十八日 西・小野行事・北 ○ 上野勅旨
延喜八年 908 八月二十八日 西・北 ○ 上野勅旨
延喜十三年 913 九月十六日 西・要略 ○ 上野勅旨
延喜十五年 915 九月十一日 北・世紀 上野勅旨
延喜十六年 916 八月二十八日 要略 ○ 上野勅旨
延長元年 923 九月二十五日 要略 ○ 上野勅旨
延長三年 925 九月二十五日 要略 ○ 要略「延喜三年」と誤
延長四年 926 八月二十八 西 ○ 上野勅旨
延長八年 930 八月二十八日 小野行事 × × 上野・停止記事
承平元年 931 八月二十八日 公記抄 上野勅旨
承平二年 932 九月十四日 公記抄・樗嚢抄 ○ 上野勅旨
承平七年 937 八月二十八日 九条殿記・要略 ○ 上野勅旨
天慶元年 938 九月八日 世紀 上野勅旨
天慶四年 941 九月二十三日 世紀 上野勅旨
天慶五年 942 八月二十八日 九条殿記 上野勅旨
天慶六年 943 八月二十八日 西・要略 上野勅旨
天慶八年 945 八月二十九日 世紀 上野勅旨
その他・不明
延喜二年 902 五月三日 紀略・西 ○
延喜十年 910 四月二十八日 西・公記抄 × × 延引記事
延喜十二年 912 四月三十日 公記抄・江 ○
延喜十二年 912 八月十五日 公記抄 × ○
延喜十七年 917 四月二十八日 紀略 ○
延長五年 927 五月三日 紀略・西・公記抄・小野行事 ○
天慶二年 939 九月七日 世紀 ○ 武蔵由比
天慶七年 944 五月三日 紀略・九条殿記 ○
天慶八年 945 四月二十八日 公記抄

根拠史料略号：三代実録＝『日本三代実録』、紀略＝『日本紀略』、世紀『本朝世紀』、西＝『西宮記』、
要略＝『政事要略』、北＝『北山抄』、小野行事＝『小野宮年中行事』、江＝『江家次第』、樗嚢抄＝
『樗嚢抄』、公記抄＝『貞信公記抄』、九暦＝『九暦』、九条殿記＝『九条殿記』、小右記＝『小右記』、
河海抄＝『河海抄』
御覧・賜馬は、○は記事のあるもの、×は行われない場合、空欄はどちらか不明な場合。
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廿
日
武
蔵
小
野
御
馬
事
右

抎
字
卌
〈
承
平
元
年
十
一
月
七
日
為
勅
旨
〉

が
あ
り
、
承
平
元
年
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。
小
野
牧
は
、『
日
本
紀
略
』
延

喜
十
七
年
九
月
七
日
条
に
、

陽
成
院
以
武
蔵
国
小
野
牧
駒
卅
疋
引
進
給
。
天
皇
御
仁
寿
殿
御
覧
之

後
。
十
八
疋
返
奉
彼
院
。

と
あ
り
、
元
は
陽
成
院
の
所
有
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
政
事
要
略
』
所
引
承

平
三
年
四
月
二
日
の
太
政
官
符
に
も
、「
應
以
朱
雀
院
秩
父
牧
。
為
勅
旨
牧

以
八
月
十
三
日
定
入
京
期
事
」
と
あ
り
、
秩
父
牧
も
承
平
三
年
に
御
牧
に
編

入
さ
れ
て
い
る
。
秩
父
牧
は
『
政
事
要
略
』
所
引
『
西
宮
記
』
逸
文
に
、

延
喜
三
年
八
月
十
三
日
。
貢
進
秩
父
御
馬
。
依
宇
多
院
供
馬
。
不
召
上

卿
。
御
覧
之
後
給
左
右
馬
寮
已
了
。

と
あ
っ
て
、
元
は
宇
多
院
の
所
有
で
あ
っ
た
。
承
平
三
年
の
官
符
で
は
「
朱

雀
院
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
醍
醐
の
こ
と
で
、
宇
多
か
ら
醍
醐
へ
相
続
さ
れ

た
牧
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
承
平
年
間
の
例
で
あ
る
が
、『
類
聚
三
代
格
』
所

収
延
喜
五
年
六
月
二
日
の
太
政
官
符
に
、「
停
廃
後
院
事
」
が
あ
りＮ
、
後
院

の
廃
止
方
針
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
先
の
望
月
牧
の
官
符
は
、
こ
の
官
符
よ

り
も
早
い
が
、『
日
本
紀
略
』
延
喜
五
年
五
月
廿
八
日
条
に
、「
廃
後
院
鷹
」

と
あ
りＯ
、
こ
れ
も
官
符
よ
り
も
早
く
に
後
院
が
廃
止
さ
れ
て
お
り
、
延
喜
五

年
に
後
院
の
縮
小
が
図
ら
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
望
月
牧
の
御
牧
編
入

は
、
延
喜
五
年
の
後
院
縮
小
施
策
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
ほ
か

の
御
牧
編
入
よ
り
早
く
、
現
存
資
料
中
最
古
の
例
で
あ
る
。

　

な
お
、
大
日
方
は
延
喜
四
年
に
宇
多
が
仁
和
寺
に
遷
御
す
る
こ
と
を
考
慮

し
て
い
るＰ
。
し
か
し
、
春
名
宏
昭
が
指
摘
す
るＱ
よ
う
に
、
後
院
と
院
は
区
別

す
べ
き
で
あ
り
、
延
喜
五
年
の
官
符
は
あ
く
ま
で
天
皇
の
私
的
財
産
と
し
て

の
後
院
整
理
と
理
解
す
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。
後
年
に
至
る
ま
で
宇
多
が
秩

父
牧
を
保
持
し
て
い
た
事
実
も
あ
り
、
後
院
整
理
と
宇
多
の
動
き
と
は
無
関

係
で
あ
ろ
う
。
望
月
牧
に
関
し
て
は
、
醍
醐
の
後
院
と
す
る
川
尻
の
推
定Ｒ
が

妥
当
で
あ
る
。
後
院
の
整
理
は
、
延
喜
二
年
に
出
さ
れ
た
荘
園
整
理
令
と
の

関
わ
り
も
あ
る
だ
ろ
う
。
貴
族
の
私
有
地
の
整
理
は
、
そ
の
ま
ま
財
務
整
理

に
あ
た
り
、
延
喜
五
年
に
天
皇
の
私
財
で
あ
る
後
院
を
整
理
す
る
こ
と
で
、

そ
れ
を
徹
底
さ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、
貢
馬
数
を
、
元
は
三
十
疋
だ
っ
た
の
を
二
十
疋
に
減
免
し
て
い

る
。
当
時
の
東
国
は
、
後
に
勃
発
す
る
平
将
門
の
乱
の
兆
候
が
出
来
し
つ
つ

あ
る
時
期
で
、
中
央
権
力
と
在
地
勢
力
が
せ
め
ぎ
合
う
地
で
あ
っ
た
。
例
え

ば
、『
扶
桑
略
記
』
裡
書
の
昌
泰
四
年
二
月
十
五
日
条
に
は
、

奉
幣
諸
社
。
自
去
寛
平
七
年
板
東
群
盗
発
向
。
其
内
信
乃
上
野
甲
斐
武

蔵
尤
有
其
害
。
御
祈
也
。

と
あ
りＳ
、
寛
平
年
間
か
ら
既
に
世
情
は
不
安
定
で
あ
っ
たＴ
。
貢
馬
数
の
減
免

は
、
在
地
の
負
担
を
軽
く
す
る
こ
と
で
、
牧
の
安
定
的
な
運
営
を
目
指
し
た

も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。

　

御
牧
編
入
の
経
緯
は
右
の
よ
う
に
把
握
で
き
る
が
、
当
時
に
お
い
て
は
、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
運
用
す
る
か
が
模
索
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
先
掲
『
西

宮
記
』
所
引
延
喜
十
二
年
八
月
二
十
日
の
記
事
で
は
、
望
月
牧
は
独
立
性
を

持
っ
た
捉
え
方
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
儀
礼
的
に
も
信
濃
の
ほ
か
の
御
牧
に

合
流
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
残
存
資
料
が
少
な
く
、
詳
細
な

展
開
を
辿
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
結
果
と
し
て
、
望
月
牧
の
独
立
性
は
保
持

さ
れ
、
ほ
か
の
御
牧
編
入
の
先
蹤
と
な
る
。
御
牧
編
入
時
の
扱
い
に
不
確
定
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要
素
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　

望
月
牧
が
御
牧
と
な
っ
た
の
が
延
喜
五
年
で
あ
る
な
ら
ば
、
延
喜
六
年
に

製
作
さ
れ
た
屏
風
に
、
貫
之
が
わ
ざ
わ
ざ
「
も
ち
月
の
駒
」
を
詠
み
込
む
意

図
、
そ
し
て
「
あ
ふ
坂
の
」
詠
自
体
の
解
釈
は
、
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
貢
馬
の
開
始
年
次
で
あ
る
。
そ
れ
は
延
喜
五
年

で
は
あ
り
得
な
い
。
先
掲
『
延
喜
式
』
に
示
さ
れ
る
と
お
り
、
貢
馬
に
際
し

て
は
前
年
九
月
に
良
馬
を
選
び
、
そ
こ
か
ら
約
一
年
か
け
て
調
教
し
て
都
へ

送
り
出
す
。
従
っ
て
、
延
喜
五
年
五
月
の
官
符
に
よ
り
編
入
さ
れ
た
と
す
れ

ば
、
貢
馬
は
早
く
て
も
翌
年
八
月
と
な
る
。
つ
ま
り
、
延
喜
六
年
内
裏
月
次

屏
風
で
は
、
同
年
に
開
始
さ
れ
る
行
事
を
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
別
表
の
と
お
り
、
令
制
御
牧
か
ら
の
貢
馬
は
早
く
か
ら
行
わ
れ
て

い
る
か
ら
、
駒
牽
そ
れ
自
体
は
当
代
に
特
化
し
た
儀
礼
で
は
な
い
。
詠
歌
に

「
も
ち
づ
き
」
を
詠
み
込
む
こ
と
で
、
は
じ
め
て
強
く
当
代
性
を
表
出
で
き

る
の
で
あ
る
。

　

馬
の
産
地
は
、
編
入
御
牧
で
あ
れ
ば
焼
印
に
よ
っ
て
判
明
す
るＵ
が
、
屏
風

絵
に
お
い
て
は
、
焼
印
ま
で
詳
細
に
描
か
れ
た
と
は
考
え
が
た
く
、
ど
の
牧

か
ら
の
貢
馬
か
は
判
別
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
貫
之
が
「
も
ち
月
の
駒
」

と
提
示
す
る
こ
と
で
、
画
中
の
馬
の
産
地
が
望
月
で
あ
る
と
特
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
確
認
し
た
よ
う
に
、
信
濃
の
令
制
御
牧
の
貢
馬
は
、
九
世
紀
後
半

に
は
既
に
八
月
十
五
日
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
一
方
で
、
望
月
か
ら
の
貢
馬

の
式
日
に
は
揺
れ
が
あ
る
。
御
牧
編
入
の
官
符
で
も
『
政
事
要
略
』
に
引
か

れ
た
部
分
に
式
日
が
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
延
喜
五
年
時
点
で
は
令
制
御
牧

に
合
流
す
る
の
か
、
独
立
し
た
運
営
が
な
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
処
遇
が
確
定

し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
貫
之
は
令
制
御
牧
へ
合
流
す
る

と
想
定
し
、
八
月
十
五
日
の
貢
馬
と
し
て
詠
歌
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
駒
迎
の
時
刻
と
和
歌

　

残
る
「
あ
ふ
坂
の
」
詠
の
問
題
に
は
、
月
の
存
在
が
関
わ
る
。
こ
こ
ま
で

述
べ
て
き
た
と
お
り
、
当
該
屏
風
で
は
、
現
実
の
儀
礼
を
意
識
的
に
取
り
入

れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
ま
ず
儀
式
書
を
閲
し
、
駒
迎
の
時
刻
を
考
え
た
い
。

駒
迎
に
つ
い
て
も
っ
と
も
早
く
記
す
『
西
宮
記
』
に
は
、

駒
迎
事
〈
重
服
之
人
不
迎
。
以
服
鞍
不
被
御
馬
之
故
也
。
取
御
馬
時
、

雖
重
服
人
、
無
他
将
者
猶
可
取
。
天
徳（
マ
マ
）八
年
八
月
七
日
、
於
仁
寿
殿
前
、

取
真
野
御
馬
。
時
左
中
将
伊
尹
例
也
。〉

前
一
日
、
諸
牧
駒
到
来
之
由
、
自
主
当
寮
申
事
由
於
近
衛
府
。
近
衛

府
差
使
、
告
示
理
巡
之
将
及
傍
府
。
当
日
、
鶏
鳴
、
使
将
率
一
員
官

人
迎
御
馬
。〈
出
立
之
時
、有
酒
肴
粥
事
。帰
後
有
餅
手
等
事
。近
衛
・

馬
寮
各
四
府
相
迎
、
令
舎
人
等
騎
御
馬
、
見
其
躰
也
、〉
帰
来
之
後

参
内
、
取
御
馬
之
儀
、
見
年
中
行
事
也
。

と
あ
り
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
当
日
の
「
鶏
鳴
」
に
迎
え
る
こ
と
が
わ
か
る
。

関
に
つ
い
て
規
定
す
る
『
養
老
令
』
関
市
令
関
門
条
で
は
、「
凡
関
門
。
並

日
出
開
。
日
入
閉
」
と
規
定
さ
れ
て
い
るＶ
。
逢
坂
の
関
は
延
暦
十
四
年
に
一

度
廃
さ
れ
るＷ
が
、
天
安
元
年
に
復
活
し
て
い
るＸ
。
駒
迎
は
、
法
制
的
に
は
、

夜
明
け
と
と
も
に
、
日
の
あ
る
う
ち
に
行
わ
れ
る
儀
礼
な
の
で
あ
る
。
し
か

し
、「
あ
ふ
坂
の
」
詠
を
は
じ
め
と
し
て
、
駒
迎
を
詠
む
和
歌
の
多
く
は
夜

の
情
景
を
詠
む
と
さ
れ
るＹ
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
ま
れ
る
の
か
、

屏
風
歌
で
駒
迎
を
詠
む
場
合
の
時
間
感
覚
に
関
す
る
も
の
を
披
見
し
て
検
討

し
よ
う
。
Ａ
～
Ｅ
は
望
月
の
駒
を
詠
む
も
の
、
Ｆ
Ｇ
Ｈ
は
望
月
以
外
の
駒
迎
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詠
の
う
ち
、
時
刻
に
関
わ
る
表
現
を
有
す
る
用
例
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ

るＺ
。

Ａ
さ
や
か
に
も
み
え
ず
ぞ
あ
り
け
る
逢
坂
の
こ
ま
よ
り
み
ゆ
る
望
月
の

か
げ�

（
忠
見
集
Ⅰ
・
村
上
朝
期
屏
風
八
月
、
逢
坂
こ
ま
ひ
く
・
二
三
）

Ｂ
今
日
し
ま
れ
相
坂
山
の
山
の
は
に
ま
づ
い
で
き
ぬ
る
も
ち
月
の
こ
ま

�
（
順
集
・
年
次
未
詳
屏
風
歌
・
八
月
、
こ
ま
ひ
き
・
二
二
〇
）

Ｃ
逢
坂
に
む
か
へ
ぞ
き
つ
る
望
月
の
こ
ま
の
あ
し
と
く
人
に
さ
き
だ
ち

�

（
能
宣
集
・
忠
君
屏
風
・
八
月
、
こ
ま
む
か
へ
す
る
所
・
一
四
〇
）

Ｄ
足
引
の
山
ぢ
と
ほ
く
や
出
で
つ
ら
ん
日
た
か
く
み
ゆ
る
望
月
の
こ
ま

�
（
兼
盛
集
・
頼
忠
家
紙
絵
・
一
二
五
）

Ｅ
望
月
の
駒
ひ
く
時
は
相
坂
の
こ
の
し
た
や
み
も
見
え
ず
ぞ
有
り
け
る

�

（
恵
慶
集
・
某
所
屏
風
・
八
月
、
相
坂
に
こ
ま
む
か
へ
・
一
一
）

Ｆ
武
蔵
野
の
駒
む
か
へ
に
や
関
山
の
峡
よ
り
こ
え
て
今
朝
は
き
つ
ら
ん

�

（
順
集
・
忠
君
屏
風
・
八
月
、
こ
ま
む
か
へ
・
二
三
三
）

Ｇ
何
に
わ
れ
よ
は
に
き
つ
ら
ん
相
坂
の
関
あ
け
て
こ
そ
駒
も
引
き
け
れ

�

（
順
集
・
高
明
大
饗
屏
風
・
八
月
、
ま
た
あ
ふ
さ
か
の
関
に
こ
ま
む
か
へ
に
ゆ

く
・
一
七
七
）

Ｈ
走
り
ゐ
の
ほ
ど
を
し
ら
ば
や
逢
坂
の
関
ひ
き
こ
ゆ
る
ゆ
ふ
か
げ
の
駒

�

（
元
輔
集
Ⅲ
・
年
次
未
詳
屏
風
・
七
〇
）

　

Ａ
は
「
こ
ま
」
は
木
間
と
駒
の
掛
詞
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
も
ち
づ
き
の

か
げ
」
が
見
え
る
こ
と
を
、「
さ
や
か
に
も
み
え
ず
」、
は
っ
き
り
と
は
見
え

な
い
と
す
る
。
表
現
的
に
は
、
木
の
間
か
ら
見
え
る
月
の
光
が
は
っ
き
り
と

見
え
な
い
よ
う
に
、
実
際
に
は
、
光
を
発
し
な
い
馬
で
あ
る
か
ら
、
は
っ
き

り
と
は
見
え
な
い
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
「
も
ち
づ
き
の
か
げ
」
は
、

『
忠
見
集
Ⅱ
』
で
は
、「
も
ち
づ
き
の
こ
ま
」
の
本
文
で
あ
り
、
主
意
と
し
て

は
馬
の
姿
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
し
て
み
る
と
、
月
の
姿
は
修
辞
に
よ
り
暗

示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

Ｂ
は
「
今
日
し
ま
れ
」
と
今
日
と
い
う
日
付
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
満
月

で
あ
る
八
月
十
五
日
の
駒
迎
に
お
い
て
、「
も
ち
月
の
こ
ま
」
を
迎
え
る
こ

と
を
効
果
的
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、「
ま
づ
い
で
き
ぬ
る
も
ち

月
の
こ
ま
」
と
、
月
よ
り
先
に
馬
の
姿
が
見
え
て
い
る
こ
と
を
詠
む
が
、「
こ

ま
」
を
最
後
に
置
く
こ
と
で
、
現
れ
た
の
が
月
で
あ
る
か
の
よ
う
に
提
示
し
、

重
層
的
な
世
界
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
描
出
さ
れ
る
世
界
は
、
十
五
日

で
月
の
出
て
い
な
い
時
間
帯
だ
か
ら
、
ま
だ
日
の
あ
る
時
間
を
詠
ん
で
い
る

と
い
え
よ
う
。

　

Ｃ
は
二
句
切
れ
で
倒
置
に
な
っ
て
い
る
。「
望
月
の
こ
ま
の
あ
し
と
く
人

に
さ
き
だ
ち
」
は
、
四
句
部
分
が
比
喩
表
現
と
な
っ
て
お
り
、
満
月
が
駒
の

よ
う
に
足
早
に
、
人
に
先
だ
っ
て
の
意
と
な
る
。『
能
宣
集
注
釈ａ
』
で
は
「
望

月
の
こ
ま
」
を
主
語
と
解
す
る
が
、
初
二
句
と
の
関
係
性
か
ら
従
い
が
た
い
。

こ
の
歌
は
、
倒
置
で
初
句
に
戻
る
の
で
、「
逢
坂
に
む
か
へ
」
に
来
て
い
る

の
は
、
人
よ
り
先
に
駒
を
迎
え
に
現
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
月
で
あ
る
。

な
お
、『
能
宣
集
Ⅲ
』
で
は
、
三
句
以
下
が
「
も
ち
づ
き
の
あ
か
つ
き
か
げ

に
お
ど
ろ
か
れ
つ
ゝ
」
と
あ
り
、
満
月
の
明
け
方
の
光
に
は
っ
と
時
刻
を
気

づ
か
さ
れ
つ
つ
、
急
か
さ
れ
て
官
人
が
関
に
辿
り
着
い
た
こ
と
に
な
る
。
い

ず
れ
も
人
よ
り
も
先
に
月
が
現
れ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
が
、
上
句
の
主

語
が
、
月
に
な
る
か
駒
迎
の
官
人
に
な
る
か
は
異
な
る
。

　

Ｄ
は
朝
、
太
陽
が
東
の
山
か
ら
昇
る
よ
う
に
、
望
月
の
駒
も
早
朝
に
逢
坂

の
関
を
発
ち
、
昼
に
京
内
に
や
っ
て
く
る
。
望
月
0

0

の
駒
で
あ
る
が
、
日
が
高
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く
昇
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
詠
む
こ
と
で
、
今
ま
さ
に
山
路
か
ら
出
て

き
た
望
月
の
駒
を
賞
賛
す
る
。
こ
の
修
辞
も
、
逢
坂
で
の
駒
迎
が
早
朝
に
行

わ
れ
、
そ
の
馬
が
昼
に
は
京
内
に
や
っ
て
来
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

Ｅ
の
「
こ
の
し
た
や
み
も
見
え
ず
ぞ
有
り
け
る
」
は
、
そ
の
名
も
望
月
0

0

の

駒
が
通
る
こ
と
で
、「
や
み
」
に
光
が
差
し
て
、
闇
が
見
え
な
く
な
る
と
い

う
機
知
に
よ
る
も
の
。
こ
う
し
た
表
現
は
画
面
に
光
源
で
あ
る
月
が
描
か
れ

て
い
な
い
か
ら
こ
そ
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
望
月
の
駒
を
詠

む
屏
風
歌
を
辿
っ
て
み
る
と
、
修
辞
を
用
い
て
夜
の
情
景
を
現
出
し
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

Ｆ
は
駒
迎
の
た
め
に
関
を
越
え
て
「
今
朝
は
き
つ
ら
ん
」
と
あ
る
か
ら
、

朝
の
情
景
で
あ
る
。
Ｇ
は
「
何
に
わ
れ
よ
は
に
き
つ
ら
ん
」
と
あ
り
、
夜
の

情
景
で
あ
る
こ
と
を
言
明
す
る
が
、
そ
れ
に
対
し
な
ぜ
関
の
開
か
な
い
夜
に

や
っ
て
き
た
の
か
と
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
Ｆ
Ｇ
か
ら
、
駒
迎
は
昼
に
行
う

儀
礼
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
Ｈ
は
「
関
ひ
き
こ
ゆ
る

ゆ
ふ
0

0

か
げ
の
駒
」
と
あ
り
、
夕
方
を
想
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
望
月
の
駒

と
同
様
、「
ゆ
ふ
か
げ
」
を
用
い
た
修
辞
に
よ
っ
て
時
間
を
現
出
さ
せ
て
い
る
。

　

Ｆ
Ｇ
か
ら
、
駒
迎
が
昼
に
行
う
儀
礼
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
法
制

的
に
も
矛
盾
は
な
い
。
む
し
ろ
、
問
題
は
そ
の
ほ
か
の
例
で
、
修
辞
に
よ
っ

て
時
間
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
望
月
の
駒
の
場
合
、
そ
の
呼

称
ゆ
え
に
、
夜
の
情
景
を
現
出
さ
せ
る
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

当
時
に
お
け
る
日
本
の
絵
画
で
は
、
夜
の
情
景
で
あ
っ
て
も
背
景
を
黒
く
塗

り
つ
ぶ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れｂ
、
夜
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
は
、

篝
火
な
ど
の
小
道
具
を
配
す
る
か
、
月
を
描
く
こ
と
に
な
るｃ
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
夜
の
情
景
は
、
駒
迎
の
行
事
実
態
や
屏
風
絵
に
由
来
す
る
も
の
で

は
な
く
、
和
歌
の
修
辞
を
介
し
て
現
出
す
る
の
で
あ
る
。

六
、
貫
之
詠
の
描
く
世
界

　

一
方
で
、「
あ
ふ
坂
の
」
詠
の
構
成
は
、
先
掲
の
『
貫
之
集
注
』
な
ど
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
次
の
万
葉
歌
を
用
い
て
い
る
。

河
津
鳴　

甘
南
備
河
尓　

陰
所
見　

今
香
開
良
武　

山
振
乃
花

か
は
づ
鳴
く　

神
奈
備
川
に　

影
見
え
て　

今
か
咲
く
ら
む　

山
吹
の

花�

（
巻
八
・
厚
見
王
・
一
四
三
五ｄ
）

　

こ
の
歌
は
後
代
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
高
松
寿
夫
は
「
ら
む
」
に
着
目

し
な
が
ら
、一
首
全
体
が
「
想
像
の
景
を
う
た
う
」
と
評
す
るｅ
。「
あ
ふ
坂
の
」

詠
と
表
現
面
を
比
較
す
る
と
、
水
辺
に
「
影
見
え
て
」
と
い
う
情
景
、「
今

～
ら
む
」
体
言
止
と
い
う
構
成
と
も
に
一
致
率
が
高
い
。
な
お
、「
あ
ふ
坂

の
」
詠
で
は
、「
今
か
」
を
「
今
や
」
に
替
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
貫
之
撰

の
『
新
撰
和
歌
』
に
お
い
て
厚
見
王
歌
は
、「
い
ま
や
さ
く
ら
ん
」
と
な
っ

て
お
り
、
現
存
諸
本
に
異
同
は
な
くｆ
、
貫
之
が
「
今
や
咲
く
ら
ん
」
と
訓
ん

で
い
た
可
能
性
が
あ
るｇ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
あ
ふ
坂
の
」
詠
と
の
一
致
率

は
さ
ら
に
高
く
な
る
。
貫
之
が
厚
見
王
歌
を
意
識
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な

い
。
し
か
し
、
高
松
も
指
摘
す
る
と
お
り
、「
ら
む
」
の
詠
法
に
お
い
て
厚

見
王
歌
と
古
今
集
時
代
の
和
歌
と
は
径
庭
が
あ
るｈ
。
貫
之
周
辺
の
「
ら
ん
」

の
用
法
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

Ｉ
袖
ひ
ち
て
掬
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む

�

（
古
今
集
・
春
上
・
は
る
た
ち
け
る
日
よ
め
る
・
紀
貫
之
・
二
）

Ｊ
三
わ
山
を
し
か
も
か
く
す
か
春
霞
人
に
し
ら
れ
ぬ
花
や
さ
く
ら
む

�
（
古
今
集
・
春
下
・
は
る
の
う
た
と
て
よ
め
る
・
つ
ら
ゆ
き
・
九
四
）
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Ｋ
も
み
ぢ
ば
の
な
が
れ
て
と
ま
る
み
な
と
に
は
紅
深
き
浪
や
立
つ
ら
む

�
（
古
今
集
・
秋
下
・
二
条
の
后
の
春
宮
の
み
や
す
所
と
申
し
け
る
時
に
、
御
屏

風
に
た
つ
た
河
に
も
み
ぢ
な
が
れ
た
る
か
た
を
か
け
り
け
る
を
題
に
て
よ
め

る
・
そ
せ
い
・
二
九
三
）

Ｌ
夏
山
の
か
げ
を
し
げ
み
や
玉
鉾
の
み
ち
ゆ
き
人
も
立
ち
と
ま
る
ら
ん

�

（
貫
之
集
・
延
喜
五
年
定
国
四
十
賀
屏
風
・
一
）

　

い
ず
れ
も
当
該
屏
風
に
先
行
す
る
用
例
で
、
Ｉ
は
「
袖
ひ
ち
て
掬
び
し
水
」

の
現
状
を
想
起
す
る
歌
、
Ｊ
は
霞
を
隔
て
た
世
界
を
想
像
す
る
歌
、
Ｋ
は
屏

風
絵
を
題
材
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
だ
が
、
屏
風
絵
の
外
側
で
あ
る
「
み
な
と
」

を
現
出
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
眼
前
に
な
い
世
界
を
想
起
す
る
た
め
に

「
ら
ん
」
を
用
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
中
で
異
質
な
の
が
Ｌ
で
、
屏

風
を
見
る
人
の
視
点ｉ
か
ら
、
山
陰
を
発
ち
あ
ぐ
ん
で
い
る
人
の
様
子
を
詠
ん

で
い
る
。
こ
う
し
た
屏
風
歌
に
特
有
の
視
点
に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
「
あ
ふ
坂
の
」
詠
で
は
、
結
句
に
「
も
ち
月
」
と
い
う
こ
と
ば
を
配
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
夜
の
情
景
を
現
出
さ
せ
、
三
句
の
「
か
げ
」
に
も
月
影
の
意

味
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
構
成
し
て
い
る
。
は
じ
め
か
ら
夜
の
情
景
を
描

い
た
屏
風
絵
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
修
辞
を
施
し
て
も
意
味
が
な
い
。
夜
の

情
景
が
「
も
ち
月
」
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
現
出
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の

効
果
が
十
全
に
発
揮
さ
れ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
屏
風
に
表
現
さ
れ
た

「
今
」
と
い
う
時
間
が
ど
の
時
間
帯
で
あ
る
の
か
、
解
釈
に
幅
が
出
る
よ
う

に
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
歌
と
屏
風
絵
を
同
時
に
享
受
す
る
、
屏
風
を

見
る
人
の
視
点
か
ら
の
詠
作
な
の
で
あ
る
。
厚
見
王
歌
が
神
奈
備
川
の
三
つ

の
景
物
、「
か
は
づ
」「
影
」「
山
吹
の
花
」
を
「
今
」
と
い
う
単
一
の
時
間

の
中
で
描
く
の
と
は
異
な
る
。
む
し
ろ
、
表
現
方
法
の
差
異
に
よ
っ
て
「
あ

ふ
坂
の
」
詠
の
持
つ
時
間
表
現
の
特
性
を
際
立
た
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
通
釈
す
る
と
、

逢
坂
の
関
の
清
水
に
馬
の
姿
が
映
っ
て
、
今
ま
さ
に
牽
い
て
い
る
だ
ろ

う
か
、
あ
の
望
月
の
駒
を
。

と
な
る
。
訳
出
し
て
い
な
い
─
で
き
な
い
─
流
れ
の
中
に
月
影
と
望
月
が
存

在
し
て
い
る
。

　

そ
の
時
、「
関
の
し
水
」
に
映
っ
た
月
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ

な
い
。
こ
れ
は
屏
風
絵
に
描
か
れ
な
い
月
を
現
出
さ
せ
る
手
法
で
あ
る
。
屏

風
歌
に
お
い
て
水
面
に
映
る
景
物
は
数
多
く
詠
ま
れ
るｊ
が
、
実
際
の
屏
風
絵

の
水
面
に
は
何
も
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れｋ
、
屏
風
絵
に
お
け
る

水
面
は
、
な
い
も
の
を
現
出
さ
せ
る
空
間
と
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
関
の

し
水
」
の
中
に
「
か
げ
」
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
屏
風
歌
で
も
屏
風
絵
で
も
、
昼
な
の
か
夜
な
の
か
、
時
間

の
曖
昧
な
世
界
が
描
出
さ
れ
る
。
享
受
す
る
上
で
は
、
双
方
の
丹
念
な
読
み

取
り
が
要
求
さ
れ
る
。「
あ
ふ
坂
の
」
詠
は
、
屏
風
歌
の
持
つ
特
徴
を
最
大

限
に
生
か
し
た
作
で
あ
る
。
貫
之
は
、「
望
月
の
駒
」
と
い
う
時
宜
を
得
た

表
現
を
詠
み
込
み
つ
つ
、
精
緻
な
表
現
世
界
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

七
、
結
語

　

望
月
牧
の
形
成
を
辿
り
、
新
た
に
「
あ
ふ
坂
の
」
詠
の
解
釈
を
試
み
た
。

ま
ず
、
望
月
牧
が
延
喜
五
年
に
御
牧
に
編
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
、
初
度
の
駒
迎
が
延
喜
六
年
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
そ
の

式
日
は
延
喜
六
年
時
点
に
お
い
て
、
信
濃
国
か
ら
の
貢
馬
と
合
流
し
て
八
月

十
五
日
と
想
定
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
現
在
、
望
月
牧
か
ら
の
貢
馬
は
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八
月
二
十
三
日
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
御
牧
に
編
入
さ
れ
た
段
階
で
は
運

用
が
模
索
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
歌
の
解
釈
を
行
っ
た
。「
も
ち
月
の
駒
」
を

持
ち
込
む
こ
と
で
、
屏
風
に
当
代
性
を
与
え
る
こ
と
だ
け
が
、
貫
之
の
狙
い

で
は
な
か
っ
た
。
後
続
の
駒
迎
題
の
検
討
か
ら
、
夜
の
情
景
は
和
歌
の
修
辞

に
よ
っ
て
現
出
す
る
こ
と
を
推
定
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
か
げ
」
は
馬
の
姿

が
本
義
で
あ
る
。
し
か
し
、
夜
の
情
景
が
読
み
取
れ
る
こ
と
自
体
は
否
定
し

な
い
。
結
句
に
「
も
ち
月
の
駒
」
を
配
す
る
こ
と
で
、
月
影
の
「
か
げ
」
と

満
月
の
「
も
ち
月
」
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
こ
に
は
、
夜
の
情
景
が
底
流
し

て
い
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
伏
流
で
あ
り
、
一
首
の
主
旋
律
で
は
な
い
。
単

一
の
時
間
軸
を
持
つ
厚
見
王
歌
の
構
成
を
用
い
る
こ
と
で
、
重
層
す
る
時
間

軸
を
効
果
的
に
提
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
面
性
の
あ
る
歌
を
屏
風
に
付

す
こ
と
で
、
屏
風
絵
と
屏
風
歌
を
往
還
し
て
味
読
し
、
屏
風
の
世
界
を
堪
能

で
き
る
よ
う
に
企
図
し
た
の
で
あ
る
。

　

延
喜
六
年
内
裏
月
次
屏
風
は
、
当
代
に
お
い
て
制
度
的
変
遷
の
あ
る
時
事

性
の
高
い
題
材
を
取
り
込
み
な
が
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
背
景
を
持

つ
題
材
に
鵜
飼
が
あ
る
。
鵜
飼
も
駒
迎
と
同
じ
く
当
該
屏
風
で
は
じ
め
て
歌

題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
小
川
宏
和
に
よ
っ
て
延
喜
六
年
以
前
に
御
厨
子

所
の
管
理
下
に
移
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
るｌ
。
当
該
屏
風
に
お
け
る
当

代
性
の
重
要
性
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
詠
歌
内
容
も
、
現
実
の
次
第
と
符
合

す
る
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
貫
之
は
「
望
月
の
駒
」
を
詠
み
込
む
こ
と
で

一
首
に
当
代
性
を
付
与
し
な
が
ら
、
同
時
に
巧
み
な
手
際
に
よ
り
自
立
し
て

賞
翫
で
き
る
和
歌
世
界
を
提
示
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

注（
1
）　『
貫
之
集
』
は
、
田
中
登
編
『
校
訂
貫
之
集
』（
和
泉
書
院　

昭
和
六
二
年
）

に
拠
る
。

（
2
）　

荒
井
ａ
「
延
喜
六
年
内
裏
月
次
屏
風
歌
攷
─
「
臨
時
祭
」
を
め
ぐ
っ
て
─
」

（
平
成
二
八
年
度
中
古
文
学
会
春
季
大
会
発
表
）、
ｂ
「
子
日
の
行
事
と
屏
風
歌
」

（
平
成
二
八
年
度
和
歌
文
学
会
七
月
例
会
発
表
）、
ｃ
「
延
喜
六
年
内
裏
月
次
屏

風
攷
─
仏
名
の
設
題
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
文
藝
と
批
評
』
一
二
─
七　

平
成
三

〇
年
五
月
）。

（
3
）　

拙
稿
「
宇
多
・
醍
醐
朝
の
文
化
施
策
」（『
文
藝
と
批
評
』
一
二
─
五　

平
成

二
九
年
五
月
）。

（
4
）　

高
橋
富
雄
「
古
代
東
国
の
貢
馬
に
関
す
る
研
究
」（『
歴
史
』
一
七　

昭
和
三

三
年
一
〇
月
）
二
二
頁
。

（
5
）　
『
拾
遺
抄
注
』
は
日
本
歌
学
大
系
別
巻
に
拠
る
。
な
お
、
同
じ
説
話
は
『
袋

草
紙
』『
十
訓
抄
』『
古
今
著
聞
集
』
に
も
載
る
。

（
6
）　
『
貫
之
集
注
』
は
田
中
登
編
『
校
訂
貫
之
集
』（
和
泉
書
院　

昭
和
六
二
年
）

に
拠
る
。

（
7
）　

上
條
彰
次
「
貫
之
「
望
月
の
駒
」
詠
考
」（『
中
世
和
歌
文
学
論
叢
』
和
泉
書

院　

平
成
五
年
）、
小
池
博
明
「『
和
歌
九
品
』
望
月
駒
詠
の
表
現
構
成
」（『
表

現
研
究
』
七
七　

平
成
一
五
年
三
月
）、
中
野
方
子
「
貫
之
歌
と
漢
詩
文
」（『
平

安
前
期
歌
語
の
和
漢
比
較
文
学
的
研
究
』
笠
間
書
院　

平
成
一
七
年
）
な
ど
。

（
8
）　

木
村
正
中　

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
土
佐
日
記　

貫
之
集
』（
新
潮
社　

昭

和
六
三
年
）。

（
9
）　

田
中
喜
美
春
・
田
中
恭
子
『
貫
之
集
全
釈
』（
風
間
書
房　

平
成
九
年
）。

（
10
）　

小
町
谷
照
彦　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
拾
遺
和
歌
集
』（
岩
波
書
店　

平

成
二
年
）。

（
11
）　

竹
鼻
績
『
拾
遺
抄
注
釈
』（
笠
間
書
院　

平
成
二
六
年
）。

（
12
）　

川
尻
秋
生
『
古
代
東
国
史
の
基
礎
的
研
究
』（
塙
書
房　

平
成
一
五
年
）
四

〇
六
頁
。

（
13
）　

注（
３
）の
拙
稿
。

（
14
）　

注（
12
）川
尻
著
、
大
日
方
克
己
『
古
代
国
家
と
年
中
行
事
』（
講
談
社
学
術

文
庫　

平
成
二
〇
年
）。
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（
15
）　
『
西
宮
記
』
は
神
道
大
系
に
拠
る
。

（
16
）　

認
定
は
注（
12
）川
尻
著
三
九
〇
頁
に
拠
る
。以
下
も
同
様
の
処
理
を
施
し
た
。

（
17
）　
『
政
事
要
略
』
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
に
拠
る
。『
政
事
要
略
』
で
は
各
日
に

記
事
が
付
帯
す
る
が
、
記
事
の
濃
さ
は
ま
ち
ま
ち
で
、
次
第
を
す
べ
て
示
す
も

の
か
ら
、
先
例
の
集
積
に
終
始
す
る
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

（
18
）　
『
延
喜
式
』
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
に
拠
る
。

（
19
）　

六
国
史
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
に
拠
る
。

（
20
）　

な
お
、
仁
和
二
年
の
貢
馬
は
、『
日
本
三
代
実
録
』
八
月
十
七
日
条
に
「
天

皇
御
紫
宸
殿
。
覧
信
濃
国
貢
駒
。」
と
あ
る
。

（
21
）　

注（
14
）大
日
方
著
一
九
六
頁
。

（
22
）　
『
大
日
本
史
料
』
同
日
条
、『
信
濃
史
料
』（
第
二
巻　

信
濃
史
料
刊
行
会　

昭
和
二
七
年
）
同
日
条
。

（
23
）　
『
類
聚
三
代
格
』
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
に
拠
る
。

（
24
）　
『
日
本
紀
略
』
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
に
拠
る
。

（
25
）　

注（
14
）大
日
方
著
一
九
七
頁
。
な
お
、
宇
多
の
出
家
は
昌
泰
二
年
で
あ
る
。

（
26
）　

春
名
宏
昭
「
平
安
期
太
上
天
皇
の
公
と
私
」（『
史
学
雑
誌
』
一
〇
〇
─
三　

平
成
三
年
三
月
）
四
六
頁
。

（
27
）　

注（
12
）川
尻
著
三
九
一
頁
。

（
28
）　
『
扶
桑
略
記
』
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
に
拠
る
。

（
29
）　

注（
12
）川
尻
著
四
〇
七
～
四
〇
八
頁
及
び
注（
14
）大
日
方
著
一
九
七
頁
。

（
30
）　

令
制
御
牧
は
「
官
」
で
統
一
さ
れ
、
編
入
御
牧
は
牧
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
（
注

（
12
）川
尻
著
三
九
〇
頁
）。

（
31
）　
『
養
老
令
』
は
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
に
拠
る
。

（
32
）　
『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
四
年
八
月
十
八
日
条
。

（
33
）　
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
元
年
四
月
二
十
三
日
条
。

（
34
）　

注（
７
）の
上
條
論
、
小
池
論
、
中
野
論
、
注（
８
）木
村
著
、
注（
10
）小
町
谷

著
な
ど
。

（
35
）　

和
歌
資
料
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
新
編
国
歌
大
観
に
拠
り
、
私
家
集
の
異
本

を
参
照
す
る
場
合
の
み
新
編
私
家
集
大
成
を
用
い
た
。

（
36
）　

増
田
繁
夫
『
能
宣
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会　

平
成
七
年
）。

（
37
）　

す
こ
し
時
代
の
下
る
平
安
後
期
の
例
で
あ
る
が
、
出
光
美
術
館
所
蔵
『
伴
大

納
言
絵
巻
』
で
は
、
応
天
門
か
ら
の
出
火
が
夜
の
出
来
事
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

画
面
は
昼
の
そ
れ
と
大
き
な
差
が
な
い
。

（
38
）　

家
永
三
郎
『
上
代
倭
絵
全
史
』（
名
著
刊
行
会　

平
成
一
〇
年
、
初
版
昭
和

一
七
年
）
一
一
五
頁
。

（
39
）　
『
万
葉
集
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
る
。

（
40
）　

高
松
寿
夫
「
後
期
万
葉
自
然
詠
の
一
特
色
」『
上
代
和
歌
史
の
研
究
』（
新
典

社　

平
成
一
九
年
）。

（
41
）　

迫
徹
朗
『
王
朝
文
学
の
考
証
的
研
究
』（
風
間
書
房　

昭
和
四
八
年
）
参
照
。

な
お
、
同
書
校
本
の
底
本
（
元
禄
版
本
）
の
み
「
か
」
と
傍
記
す
る
が
、『
万

葉
集
』
と
の
校
合
で
あ
ろ
う
。

（
42
）　

な
お
、『
校
本
萬
葉
集
』
の
底
本
（
寛
永
版
本
）
は
「
今
哉
開
良
武
」
で
「
い

ま
や
さ
く
ら
む
」
と
訓
む
が
、
古
写
本
は
一
致
し
て
「
今い
ま
か
さ
く
ら
む

香
開
良
武
」
で
あ
り
、

後
代
定
型
句
の
「
今
や
～
ら
む
」
に
よ
っ
て
校
訂
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。

（
43
）　

注（
40
）高
松
著
四
三
六
頁
。

（
44
）　

屏
風
歌
に
お
け
る
視
点
の
問
題
は
、
中
島
輝
賢
「
屏
風
歌
歌
人
紀
貫
之
の
詠

法
」（『
国
文
学
研
究
』
一
三
二　

平
成
一
二
年
一
〇
月
）
に
詳
し
い
。

（
45
）　

大
岡
信
『
紀
貫
之
』（
筑
摩
書
房　

昭
和
四
六
年
）、
長
谷
川
政
春
『
紀
貫
之

論
』（
有
精
堂　

昭
和
五
九
年
）、
神
田
龍
身
『
紀
貫
之
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

平
成
二
一
年
）
な
ど
の
貫
之
屏
風
歌
論
で
中
核
を
な
す
と
さ
れ
る
詠
法
で
あ
る
。

（
46
）　

注（
45
）神
田
著
五
二
頁
。

（
47
）　

小
川
宏
和
「
平
安
時
代
の
貢
鵜
と
供
御
鵜
飼
の
成
立
」（『
史
観
』
一
七
四　

平
成
二
八
年
三
月
）
二
一
頁
。

︿
付
記
﹀　

本
稿
は
、
平
成
二
八
年
度
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
秋
季
大
会
に
お
け
る
口

頭
発
表
「
延
喜
六
年
内
裏
月
次
屏
風
攷
─
「
こ
ま
む
か
へ
」
を
め
ぐ
っ
て
─
」

に
基
づ
い
て
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。


